
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE ALBIS Co.,Ltd.

最終更新日：2021年7月8日
アルビス株式会社

代表取締役社長　池田　和男

問合せ先：人事総務部　総務・コンプライアンス課　(0766)56-7200

証券コード：7475

http://www.albis.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループのコーポレート・ガバナンスの考え方は、経営のスピード化・戦略性の向上、企業行動の透明性の確保、ディスクロージャーとアカウ
ンタビリティーの充実であると考えます。

経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、ストア本部、商品本部、製造本部、管理本部及び開発部に機能分割することによ
り、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、
及び全執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の
為の予算会議を開催しております。

企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる
取締役会の審議過程で対応しております。

ディスクロージャーとアカウントタビリティーについては、株主と投資家の皆様に対してはＩＲ活動を積極的に進めております。定時株主総会では、
映像資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明会を年２回開催してい
る他、機関投資家向け説明会を年１～２回程度の頻度で開催しております。

また、平成１６年４月から社会的責任を遂行できる企業経営を目指して企業行動基準を策定し、各ステークホルダーに対して公正な企業活動の実
施を宣言し、コンプライアンス委員会を組織化してその執行状況の監督にあたっております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

議決権電子行使プラットフォームの利用等につきましては、2021年6月開催の株主総会より適用しております。

なお、招集通知の英訳等につきましては、当社の外国人株式保有比率を判断しながら、今後検討してまいります。

【補充原則３－１－２．情報開示の充実】

英語での開示につきましては、当社の外国人株式保有比率を判断しながら、今後検討してまいります。英語での開示については、当社の外国人
株式保有比率を勘案しながら、今後検討してまいります。

【補充原則４－１－３．取締役の役割・責務(1)】

当社の経営理念や行動指針、経営戦略から導いた最高経営責任者等に求める要件に基づき、今後承継プランを策定します。取締役会は、最高
経営責任者の承継プランにつき、適切に監督を行います。

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】

業務執行責任者である経営陣幹部からの提案は、会社の活性化・持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役会は、経営陣幹部か
らの提案を受け、企業価値向上に資する案件かどうか十分な審議を行っていきます。

また、経営陣の報酬については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まるよう「人事報酬諮問委員会」において検討していき
ます。

【補充原則４－２－１．取締役会の役割・責務(2）】

経営陣の報酬については、インセンティブが機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬制度を、今後、議論し検討してまいります。

【補充原則４－８－１．独立社外取締役の有効な活用】

当社の社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会
合」を設置することで、ある種の共通認識が形成され、当該認識に対する反対意見を述べづらいなど、その独立性を弱める可能性があるため「独
立社外者のみを構成員とする会合」を設置しないことといたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－４　政策保有株式】

当社は、政策保有株式について、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、事業上の取引関係強化等の観点から、保有する経
済合理性があると認められた投資株式を保有することとしております。事業上の取引には、メーカーや仕入先については商品調達、金融機関につ
いては資金調達、M&Aや出店候補地の情報提供、ビジネスマッチング等があり、いずれも当社の営業戦略、店舗戦略において有益な効果が得ら
れている実態をもって、経済合理性があると判断しております。

また、事業上の取引と当該効果が縮小し、今後、保有する意義が乏しいと判断した時点で、取引先企業との協議を行い、当該投資株式を売却す
ることとしております。

さらに、保有株式の議決権行使については、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるか、また、投資先の株主共同の利益に資するも
のであるか等を総合的に判断し、適切に行使します。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社は、役員及び主要株主等との取引については、原則として行わない方針ですが、当社の企業価値の向上に資すると判断される場合には、取
締役会の承認を得て実行する場合があります。なお、取引を実行した場合には、その結果について取締役会で検証を行います。



【原則２－６．アセットオーナー】

当社には、企業年金基金制度はありません。

※従業員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しています。

【原則３－１．情報開示の充実】

当社は、経営に関する重要な情報を、自主的に、公平かつ適法・適切に開示します。

また、実効的なコーポレートガバナンスを実現するため、次の事項を開示します。

１．会社の目指すところ（経営理念等）

当社は「食を通じて地域の皆様の健康で豊かな生活に貢献します」の企業理念のもと、グループ経営方針を策定しております。詳しくは当社ウェブ
サイトをご参照下さい。

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書及び有価証券報告書に記載しております。

３．取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続き

当社の取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としています。社外取締
役と監査役は、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬と賞与により報酬を構成しております。

取締役の個人別の報酬等の決定につきましては、取締役会で決議された決定方針に基づき、取締役会が定めた報酬総額の範囲内で、取締役会
から委任を受けた人事報酬諮問委員会がその金額を決定しております。なお、人事報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外役員で構成さ
れ、独立社外役員が委員長を努めており、報酬決定手続きの客観性・透明性を確保しております。

４．取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

（１）取締役候補者および執行役員選任の基本方針

取締役候補者および執行役員については、当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を取締役および執行役
員とすることを基本方針とし、次の資質を有するものの中から、各役員別の選任基準を勘案し、選任しております。

・当社グループの経営理念を尊重し、優れた人格および見識を有する者

・当社グループの歴史、企業文化、社員特性等を良く理解し、事業に関して十分な経験と知識を有する者

・当社グループの置かれた経営環境、競合の動向等を踏まえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、中長期的な企業価値の増大に資
する経営戦略、実行計画等について、具体的な提案および執行することができ、絶えず検証し、改善する努力を継続できる者

・当社グループの属する業界および提供する価値に関する市場の変化を敏感に察知し、当社グループの進むべき方向性について建設的な議論
を行うことができる者

（２）取締役候補者および執行役員の選任・選定基準

取締役の選任・解任基準は以下のとおりとします。

①社内取締役および執行役員

経営の意思決定および業務執行に携わる者としてふさわしい経歴、能力、リーダーシップ、中長期的視野および高い倫理観を持つ者の中から、人
格、経験、当社の取締役としての在任年数等を総合的に勘案し、候補者とします。

②社外取締役

当社の定める独立性判断基準に該当し、かつ次のいずれかの経歴または能力を有する者の中から、人格、他社役員の兼任状況、当社取締役と
しての在任年数等を総合的に勘案し、候補者とします。

・弁護士等の法律の専門家

・財務および会計に関する相当程度の知見を有する者

・流通業界等、当社ビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者

・経営感覚およびリーダーシップに優れた能力を有する者

・その他上記各項目に準じた経歴または能力を有する者

③代表取締役

株主総会において選任された取締役の中で当社グループを代表するにふさわしい者を代表取締役として選定します。

（３）取締役および執行役員の解任・解職基準

次に挙げる基準に一つでも該当した場合、解任・解職提案の対象とします。

・法令、定款、その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合

・取締役の選任・選定基準に定める資質を欠くことが明らかになった場合

・当社グループにおいて著しい業績不振を招いた場合（代表取締役社長にのみ適用）

・担当業務において著しい業績不振、予算乖離、または労働基準法に抵触する過重労働の発生を招いた場合

・忠実義務に反して自己若しくは第三者の利益をはかる行為を行った場合

・当社グループの信用を著しく毀損する行為を行った場合

・反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められた場合

・公序良俗に反する行為を行った場合

・健康上の理由等により職務遂行に著しい支障が生じた場合

（４）代表取締役の解任・解職基準

代表取締役については、取締役の解任・解職の基準のほか、次に挙げる基準に該当した場合においても、解任・解職提案の対象とします。

・監査役会等、代表取締役を監視・監督する機関からの意見を軽視する行為を行った場合

・後継者候補の指名、若しくは指名の為の育成を行う意思が見られない場合

・他社との業務提携等、経営上の重要な契約事項に反する行為を行った場合

（５）取締役候補者の選任・選定の手続

取締役候補者の指名に当たっては、独立社外役員を委員長とする人事報酬諮問委員会が取締役会に提案します。取締役会は、人事報酬諮問委
員会の提案について審議し、取締役候補者を決定し、取締役の選任に関する議案を株主総会に付議します。

代表取締役および役付役員については人事報酬諮問委員会の提案に基づき、取締役会で審議し、選定します。

（６）取締役の解任・解職の手続き

取締役について、人事報酬諮問委員会から解任・解職基準に該当するとの審議結果の報告があった場合、または他の取締役から解任・解職基準
に該当する旨の提案があった場合には、取締役会にて審議を行う。取締役会において解任・解職基準に該当すると判断したときは、取締役会は
次のとおり対応する。

①代表取締役、取締役会長

　代表取締役、会長としての役職を解職します。

②取締役

　業務執行取締役としての役職を解職する場合は、次の定時株主総会では取締役候補者としない。また、その解任事由が、法令または定款に違
反する重大な事実による場合は、臨時株主総会を開催し、解職の議案を付議します。

５-１．取締役会が監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き

監査役候補者の選任については、取締役候補者と同様に「人事報酬諮問委員会」において選任の検討を行い、その結果を監査役会に答申し、監



査役会で決議の上、株主総会に付議することとしています。

社内候補者については、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ十分な社会
的信用を有する者を選任することとしております。また、社外監査役候補者については、監査機能を十分発揮するため、原則として次に掲げる事
項を充足する者を選任することとしております。

・会社経営、法曹、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たし、豊富な経験、専門的知見を有していること

・当社の事業に関する深い関心を持ち、当社の経営全体を俯瞰する立場から、当社が抱える課題の本質を理解し、適時適切に経営陣に対して意
見陳述や指導・監督を行う能力を有すること

５-２．取締役候補者及び監査役候補者の指名を行う際の個々の選任・指名の理由

取締役候補者及び監査役候補者の選任理由について「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。

なお、経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合は、適時に取締役会で審議を行います。

【補充原則４－１－１．取締役会の役割・責務(1)】

当社は法令または定款の規定により、取締役会の決議を要する事項及び業務執行に関する重要事項について取締役会で決議しております。特
に株式や固定資産の取得・処分、融資・保証を伴う投融資案件については「取締役会決議基準」を定め、基準を超える案件について、取締役会に
て審議・決定しています。

また職務権限規程を定め、取締役会、経営会議、代表取締役、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁・審議・承認に関する権
限を明確に定めております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外役員の独立性について、以下のとおり基準を設けております。

（１）当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる
人材であること

（２）当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと

（３）現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

（４）出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

（５）過去３会計年度において、当社基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2％を超える）取引先に現に所属し、または過去
に所属していた者でないこと

（６）（３）から（５）に該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

（７）東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

【補充原則４－11－１．取締役会の構成】

取締役会は、定款上の員数の20名以内とし、現在の取締役の人数は５名、監査役会は、定款上の員数の４名以内とし、現在は常勤監査役1名、
社外監査役２名の３名であります。

社内取締役候補者、社外取締役候補者、社内監査役候補者及び社外監査役候補者の選任については、原則３-１　４．に記載のとおりでありま
す。

【補充原則４－11－２．社外役員の兼任状況】

当社の取締役・監査役の兼任の状況は次のとおりであります。

社外取締役　松村篤樹　トナミホールディングス㈱　社外監査役

　　　　　　　　　　　　　　　 北陸監査法人　代表社員

社外監査役　山口敏彦　中越パルプ工業㈱　　社外取締役

㈱グラスキューブ　　社外監査役

取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況については、当社ウェブサイトに掲載の「定時株主総会招集ご通知」にて開示します。

【補充原則４－11－３．取締役会の実効性評価】

当社は取締役会の諮問機関である「ガバナンス委員会」を設置し、年に1回、取締役会の構成や運営に関する評価・レビューを行い、取締役会で
その結果のフィードバックに基づき審議しております。また、各取締役から取締役会のあり方・運営等に関する評価・意見を確認するなどして、取
締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会の運営等の改善に活用しております。

＜取締役会実効性評価について＞

コーポレートガバナンスの実効性を高めるための取組みの一環としまして、取締役会の諮問機関である「ガバナンス委員会」において、取締役会
の実効性に関する分析および評価を行いました。

１．評価の方法

取締役および監査役に対して評価の主旨等を説明のうえ質問票を配布し、回答により得られた意見等に基づき、「ガバナンス委員会」での議論も
踏まえて、分析・評価を実施いたしました。

　評価を実施した項目

　・取締役会の運営

　・取締役会の議題

　・取締役会を支える体制

２．評価結果の概要

今回の評価において、取締役会は、議題、審議内容及び議論状況から、その実効性は十分確保されているとの評価結果となっております。

前回課題とされておりました取締役・監査役へのトレーニングの機会の提供については、取締役・監査役全員参加にて役員向け研修会を実施して
おり、今後も定期的に実施し、取締役・監査役に求められる役割と責務を理解する機会の提供を行って参ります。

その他、議案に対する十分な審議ができるよう、事前会議での審議内容を社外役員と共有することが必要との意見がありました。

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す上で、経営戦略や戦略上のリスク等を含め、取締役会における審議をこれまで以上

に活性化するための対応として、以下の改善策に取組んで,参ります。

a. 重要案件については、取締役会出席者に対し、事前会議での審議内容を補足した資料の充実に努めます。

b. 取締役、監査役に対して、外部研修を含む情報提供を継続的に行って参ります。

【補充原則４－14－２．取締役・監査役のトレーニング】

取締役および監査役に対し、就任時および就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供するなど、
求められる役割を果たすために必要な機会を提供しています。

また、社外役員に社内の情報を十分に共有する体制を準備し、当社の経営理念、企業文化への理解を促すとともに経営環境等について継続的
に情報提供を行っています。



【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社のＩＲ活動は経営企画本部の経営戦略推進部が行っております。ＩＲ活動に必要な情報は、ストア本部、商品本部、管理本部等の関係部署か
ら情報収集し、経営戦略推進部で取りまとめをしております。

当社の主なＩＲ活動は次のとおりです。

・定時株主総会：年１回

・決算説明会：年２回

・取材対応：随時

・個人投資家説明会：不定期に開催

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三菱商事株式会社 1,388,440 15.00

アルビス共栄会持株会 349,400 3.77

日本カストディ銀行（信託口） 339,800 3.67

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 339,200 3.66

株式会社北陸銀行 250,000 2.70

カナカン株式会社 215,000 2.32

アルビス社員持株会 185,238 2.00

笹田　悦朗 159,020 1.71

株式会社日本アクセス 144,400 1.56

株式会社富山第一銀行 142,600 1.54

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

加世多達也 他の会社の出身者 △ △

松村篤樹 公認会計士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

加世多達也 ○

過去において主要な取引先の業務執行
者でありましたが、同職の退任から相当
期間を経過していることから、独立役員の
資格を充たすものと判断しております

。

独立的な立場から、金融や不動産分野におけ
る幅広い知識と豊富な経験をもとにガバナンス
強化を担う役割を果たすことを期待し、社外取
締役として選任しております。また、一般株主と
利益相反の生じるおそれがないものと判断して
独立役員として指定しております。

松村篤樹 ○

同氏が代表を務める税理士法人に対して
は業務委託料の支払いがありますが、少
額であることから独立役員の資格を充た
すものと判断しております。

独立的な立場から、公認会計士及び税理士と
しての専門的知識と豊富な経験をもとにガバナ
ンス強化を担う役割を果たすことを期待し、社
外取締役として選任しております。また、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないものと判
断して独立役員として指定しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事報酬諮問委員
会

4 0 1 2 0 1
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

人事報酬諮問委員
会

4 0 1 2 0 1
社外取
締役

補足説明

人事報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、代表取締役社長、独立役員に指定された社外取締役、社外監査役により構成され、取締役
および執行役員の選任および解任に関する事項や、報酬における基本方針について答申案を策定しているほか、取締役等の個人別報酬につい
ては、取締役会から委任を受け人事報酬諮問委員会において決定しております。

なお、上記のその他１名は、独立役員に指定された社外監査役であります。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人とは監査分担を行っており、会計監査人は会計帳簿を基礎として記載されている会計報告事項を監査対象としており、会計

監査人から監査実施項目と監査結果について監査終了後報告を受けております。なお、当報告には監査の過程での取締役の職務執行に関し

て、不正行為又は法令・定款に違反する重大な事実の有無の報告を含んでおります。

また、監査役は、各営業所への定期的な業務監査を実施しております。監査にあたり、必要に応じて内部監査部門の監査報告や改善監査報告

等の情報交換により監査の実行性の向上に活かしています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山口敏彦 弁護士

兒玉充博 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家



i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山口敏彦 ○ ―――

独立的な立場から、弁護士としての専門知識と
豊富な経験をもとに当社の経営に対する適切
な監査を行うことを期待し、社外監査役に選任
しております。また、一般株主と利益相反の生
じるおそれがないものと判断して独立役員とし
て選任しております。

兒玉充博 　 主要株主三菱商事株式会社からの派遣

流通分野における幅広い知識と見識から、当
社の経営に対する適切な監査を行っていただく
ことを期待し、社外監査役として選任しておりま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現時点では、インセンティブ付与に関する施策の必要性を有しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役、監査役別に支給人員および総額を開示しております。

なお、前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）における役員報酬等の内容は次のとおりであります。

役員報酬の内容（１）取締役　支給人員：８名　支給総額　44,156千円

（うち社外取締役）支給人員：（２名）　支給総額：（7,100千円）

　　　　　　　　　　（２）監査役　支給人員：３名　支給総額　28,408千円

（うち社外監査役）支給人員：（２名）　支給総額：（8,144千円）

（注）

１．取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人給与は含まれておりません。

２．上記支給額には、以下のものが含まれています。

　　 前事業年度における役員賞与引当金の繰入額7,316千円（取締役５名に対し4,516千円（うち社外取締役２名に対し800千円）、監査役３名に対

し2,800千円（うち社外監査役２名に対し800千円



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としています。社外取締
役と監査役は、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬と賞与により報酬を構成しております。

取締役の個人別の報酬等の決定につきましては、取締役会で決議された決定方針に基づき、取締役会が定めた報酬総額の範囲内で、取締役会
から委任を受けた人事報酬諮問委員会がその金額を決定しております。なお、人事報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外役員で構成さ
れ、独立社外役員が委員長を務めており、報酬決定手続きの客観性・透明性を確保しております。

監査役の報酬は、当社の職務執行に対する監査の実行性を確保することを主眼に、経営者から独立して監査役の職責を全うするために、固定報
酬として監査役会の協議に基づき決定することとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会開催に際して配布する資料の精査時間を考慮した事前配布や、事前説明案件については担当取締役または担当部課長が事前説明を

行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１　経営者による業務執行について客観的な判断を下すため、社外取締役、社外監査役が出席する取締役会を毎月１回開催しております。

２　その業務執行状況の適法性・妥当性について合理的に判断するために必要な内部統制の基本方針を定めています。

３　監査・監督については、取締役会、監査役が経営の監督に責任をもって臨んでいます。

４　取締役の人事や個人別報酬決定については、過半数を独立社外役員で構成され、独立役員を委員長とする「人事報酬諮問委員会」を設置し、
報酬の客観性・透明性を確保します。

【社外取締役に関する事項】

社外取締役は、取締役会における意思決定に係る妥当性等について、中立的及び客観的立場から監督機能を果たすことが役割であると考えま
す。また、社外取締役は、必要に応じて代表取締役との意見交換を行う等、監督機能の向上に努めております。

【監査役の機能強化に向けた取組状況】

当社の社外監査役は、弁護士等の専門的知識を持った監査役であり、取締役会に出席して独立的な立場から意見を述べる等、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、監査が有効に機能するように取組んでおります。

【会社の機関の基本説明】

（１） 取締役会

当社取締役会は、取締役５名（うち社外取締役２名）で構成されております。取締役会は、原則月１回開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し
ております。取締役会では、経営上の意思決定・監督機能を基本的役割として、経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応すべく、重要な意
思決定に係る事項は審議事項として上程され、十分な議論を尽くして、いわゆる経営判断原則に基づき、意思決定・監督を行っております。

（２） 経営会議

経営会議は、取締役、監査役、執行役員で構成されており、グループ内の重要事項に関する協議・検討を行うとともに、コーポレート・ガバナンス
の強化に努めております。

（３） 監査役会

当社の監査役３名（うち社外監査役２名）は、社内の独立した機関として取締役会にも出席して、取締役の業務執行の牽制機能を果たしておりま
す。また、代表取締役社長以下の経営層と必要に応じて意見交換を行うなど、監査機能の向上を図っております。

（４） 内部監査（監査室）

監査室は、独立した機関として設置され、内部監査計画に基づき、専任のスタッフが業務監査を実施しております。監査結果については、取締役、
監査役、会計監査人の他、関係各部署に報告され、健全な業務の運営を確保しております。また、監査室は、グループ企業の業務監査も随時行
い、グループ全体の内部統制の強化に努めております。

（５） 会計監査人

会計監査業務を執行している公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名：西田　裕志、安田　康宏

所属する監査法人名：EY新日本有限責任監査法人

【責任限定契約】

当社と各社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第423条第１項の損害賠償責任につき、定款の定めにより損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役並びに社外監査役とも、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは法令が
定める金額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社として、監査役３名のうち、２名が社外監査役であり、独立した立場で監査役の職務を補助する監査役事務室を設置し
ています。また、監査役会は、内部監査部門と連携した監査体制の充実や牽制機能の強化など、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりま
す。また、社外取締役を２名選任しており、同社外取締役が取締役会の一員として、議論や決議に参加することで、取締役会としての監督機能の
向上に努めておることから、現状の体制において、コーポレート・ガバナンスの機能強化が図れるものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の３週間前に発送しております。

その他
定時株主総会では、映像資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の
展望について株主にわかりやすく説明しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 実施については今後の状況をみながら対応して参ります。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年１～２回程度の頻度で不定期に開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
期末・四半期の決算短信および参考説明資料、ならびに財務・業績の状況を

掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画本部　経営戦略推進部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「アルビスグループ企業行動指針」において、各ステークホルダーに対して、全役職員が尊
重す

べき事項を具体的行動基準に定めて規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

地域貢献として、自治体との地域包括連携協定を締結、認知症サポーターの養成、移動販
売サービス、高齢者向け交通安全啓蒙活動、健康セミナーや料理教室等の健康応援活
動、及びちびっ子健康マラソンやママさんバレー等のスポーツ振興活動等を行っておりま
す。

また、環境活動の一環として、食品ロス削減を行うことに加え、牛乳パック、食品トレー、
ペットボトルおよびアルミ・スチール缶の回収を行いリサイクル活動を推進しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「アルビスグループ企業行動指針」において、事業運営の透明性を確保する為、各ステー
クホ

ルダーに対して事業活動を開示する方針を規定しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、社外弁護士も参加する「コンプライアンス委員会」を設置、
関連ある社内規程を制定し、社内徹底を図っております。また、コンプライアンスの推進については、企業行動指針の制定、社員手帳「アルビスマ
インド」の配付、通報制度の整備を行っております。

２　取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための対応として、全役員が出席する取締役会を毎月１度開催、重要事項の決
定ならびに業務執行状況の監督等を行っております。なお、当社は取締役５名のうち２名は社外取締役であり、監査役は３名のうち２名が社外監
査役であり、それぞれ社外役員として、業務への意思決定、監督機能に関与する体制となっております。また、取締役会の機能をより強化し経営
効率を向上させるため、常勤役員が出席する経営会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係わる意思決定を機動
的に行います。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度経営方針ならびに各年度予算を立案し、全社的な目
標を設定、各部門においてその目標に向け、具体策を立案実行しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システム基本方針に、「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、一切の関係を遮断し、不当な要求
には断固として応じず、毅然とした態度で対応する」と定めるとともに、「アルビスグループ企業行動指針」においてもその旨の行動指針を定め、

「アルビスマインド」として全従業員に配付するなど、社内への啓蒙活動を行っております。また、実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力調

査マニュアル（手順書）」を整備し、反社会的勢力排除に向けて、下記の体制を整備・運用することとしております。

ａ．契約書等の整備

　　各種契約書に反社会的勢力に対する対応を明記しております。

ｂ．統括部署の設置

　　反社会的勢力の統括部署を人事総務部とし、調査、情報収集を行っております。

ｃ．警察等外部機関との連携強化

　　弁護士、警察、暴力追放機関との連携体制の強化を行っております。

ｄ．反社会的勢力チェック体制

　　当社は、ステークホルダーに反社会的勢力が係っていないことのチェックを下記のとおり行っております。

（1）株主に対しては、期末（3月末）、第2四半期（9月末）の株主名簿が届きしだい、1％以上の持株比率の株主について、担当者がインターネット

検索による調査を行っております。

（2）取引先に対しては、新規に取引を検討する場合、事前に総務部へ申請を行い、担当者がインターネット検索による調査を行っております。

（3）役員に対しては、まず、２親等以内の親族の氏名・住所、及び本人または２親等以内の親族が議決権の過半数を所有する会社の有無を調査

します。その結果に基づいて、役員本人及び２親等以内の親族が議決権の過半数を所有する会社についてインターネット検索による調査を、既存
役員の場合は年１回（４月）、新任の場合は役員候補となった時点で行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

－

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（1）適時開示体制の概要

　当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、指示される企業となることを目指し、適時・正確かつ公平な情報を
開示して参ります。また、会社法、金融商品取引法など関連法令・規則を遵守し、「有価証券上場規定」に該当する情報を迅速に開示するほか、当
社グループに関する情報についても積極的に開示して参ります。

（2）適時開示に係る社内体制の状況

　証券取引所の定める適時開示規則に規定する決定事実または発生事実に該当する可能性を認知したときには、管理本部人事総務部が統括と
して情報を取り纏め必要な決会議（取締役会・経営会議・危機管理委員会など）を招集、審議を行います。適時開示規則に従い開示すべき事実で
ある場合は、管理本部人事総務部及び経営企画本部経営戦略推進部が連携し速やかに公表いたします。

（3）決算情報開示に関する社内体制

　決算情報を管理本部財務経理部が収集し原案を作成、管理本部長が確認の上、経営トップが内容を確認、（取締役会決議等が必要な事項は当
該決議を含む）の上、公表いたします。

（4）子会社に係る情報

　子会社に関する情報も上記（1）、（2）、（3）の内容に則り開示を行います。



株 主 総 会

監査役会
監査役3名

（うち社外監査役2名）

取締役会
取締役5名

（うち社外取締役2名）

人事報酬諮問委員会

監査室
（内部監査）

委員4名
（うち独立社外取締役2名）
（うち独立社外監査役1名）
（うち代表取締役1名）

（委員長:独立社外取締役）

委員4名
（うち社外取締役 2名）
（うち社外監査役 2名）

監査役事務室

会計監査人

常勤監査役

執行役員

代表取締役社長

ガバナンス委員会

経営会議

戦略会議

社内委員会

コンプライアンス
委員会

危機管理委員会

選任

答申諮問 指示

監査

監督報告

会計監査

報告

監査
報告

選任 選任

報告

報告

相当性の判断


